
日 建 連 活 動 報 告

2023年 6月21日 意見交換会（本省）報告会
 7月26日 フォローアップ会議の実施方針　
 11月22日 進捗状況報告

＜国土交通省本省（フォローアップ会議）＞

テーマ

＜直轄土木工事の取組み成果＞

2023年5月15日～6月15日　全国9地区
＜地方整備局（公共工事の諸課題に関する意見交換会）＞

１．働き方改革と担い手の確保（待ったなしの時間外労働削減に向けて）
（１）時間外労働上限規制に伴う
　   適正な歩掛の設定
→令和５年度には、より正確に調査結
果を記載してもらうために、トンネ
ル工事の実態調査対象工事の受
注者３４社に向けた説明会を実施。
→令和６年度より、舗装版破砕工など
の現道・維持関係などの１１工種に
ついて、朝礼、準備体操、後片付け
及び移動時間などを踏まえ、日当た
り施工量の減少を歩掛改正に反映。

（２）時間外労働上限規制に伴う
　   経費増への対応
→令和６年度より、書類作成の経費や
下請けの本社経費などの実態を反
映し、現場管理費の見直しを実施。

（３）土日閉所による
　   完全週休２日の実現
・完全週休２日に向けて
→令和５年度には、中部地方整備局や
近畿地方整備局などの本官工事
（予定価格３億円以上の工事）で
土日閉所とする工事を実施（全国

＜官庁営繕工事の取組み成果＞

○地方公共団体発注の建築工事における設計図書の
適正化等
→令和5年度には、官庁営繕部において都道府県、政令市
及び建築設計関係団体などが参加する会議を通じて令
和4年度末に発出した営繕通知（右図）を周知（延べ約
500 団体）するとともに、各都道府県を通して管内市区
町村など、延べ約1,400 団体へ周知を実施。同年行った
日建連会員への調査からも営繕通知が遵守されていれ
ば未然に防げた事案が多く、更なる徹底が望まれる。（右
記黄色マーカー）

→令和6年度には、引き続き営繕通知の周知徹底を強化す
るとともに、技術者不足等の課題を抱える市町村に対す
る国の支援制度の活用促進、新たに営繕通知の理解を
促すための事例解説の作成を実施予定。

で１３７工事を実施）。そのうち、中部地方整備局では土日祝日を閉所とする工事についても先行的に実施。
→令和６年度より、土日を休日とする工事の実施企業に対して、工事成績評定で加点する等の措置を開始するなど、他産業と遜色のない休日取得ができる
現場の実現を目指し、取組みを促進。 

・閉所と交替制の切り替え
→令和５年度には、工期の一部で閉所から交替制に変更する試行を開始。
→令和６年度より、月単位の週休２日適用工事においても試行を拡大実施。

（４）技能者の処遇改善（ＣＣＵＳの普及など）
・公共工事におけるＣＣＵＳ普及方策
→令和５年度には、地元業界の理解が得られている４５の都道府県で、直轄Ｃランクでのモデル工事を試行。また、都道府県工事では、４３の道府県で企業評
価を導入。更に、地域での普及・促進に向け、元請・下請双方交えた意見交換会を６地域で開催。

→令和６年度より、地域レベルでのＣＣＵＳ普及に向け、引き続き地域の理解を踏まえ直轄Ｃランクでのモデル工事を試行するとともに、都道府県・市町村発
注工事における企業評価等の導入、現場利用の推進に向けた働きかけを行う。また、地域におけるＣＣＵＳ導入の課題の把握に向け、元請・下請双方交えた
意見交換会を１０以上の地域で開催。

（５）若手技術者の育成
→令和６年度より、関東地方整備局において、監理技術者育成交代モデルによる工事発注時に、監理技術者の交代（施工上一定の区切りとみなせる時期）の
目安となる時期を概略工事工程表に示す予定。

２．生産性の向上（新技術・新工法の活用）
（１）ＢＩＭ／ＣＩＭ原則導入に伴う課題への対応

→令和５年度には、受発注者双方へアンケートを実施し、官民における課題の分析と解決策の方向性を整理。
→令和６年度には、ＢＩＭ／ＣＩＭの理解促進と受発注者のデータ共有（DS）の徹底のため、ＢＩＭ／ＣＩＭの活用効果、実施内容と実施主体を明確にした資料を
作成。

（２）プレキャスト工法の活用拡大
→令和５年度には、ボックスカルバートの工法選定比較におけるコスト及び定量的評価項目に加え、新たに定性的評価項目を追加した試行に向けた要領
（案）を作成。
→令和６年度より、各地方整備局において、上記要領（案）を用いた過年度設計業務の試算（検証）及び新規設計業務での試行を行い、その結果を要領（案）
に反映予定。

３．品確法の的確な運用（入札・契約に関する改善）
（１）ＥＣＩ方式の活用拡大

→令和５年度には、日建連にて整理した現行のＥＣＩガイドラインへの要望に対し、速やかに改正すべき項目、継続検討のうえ改正すべき項目、ガイドライン以
外で対応すべき項目などに方針を峻別。

→令和６年度には、速やかに改正すべき項目についての改正を実施予定。その他の項目についても検討を推進。

４．公共工事の適正かつ効率的な実施
（１）書類作成業務の負担軽減

→令和５年度には、受発注者間の作成書類の役割分担の明確化などを盛り込んだガイドライン・リーフレットなどを作成又は改定し、受発注者の隅々まで展開。 
→令和６年度より、ガイドライン・リーフレットなどの周知状況についてフォローアップを実施予定。

（２）検査業務の負担削減 
→令和５年度には、中間技術検査をはじめ、既済部分検査などの各種検査における遠隔臨場の適用可能性について、試行した案件へのフォローアップを実
施し、「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）」を作成。 

→令和６年度より、上記実施要領（案）を原則すべての検査に適用。

2024年  3月12日　成果とりまとめ

 

１.働き方改革と担い手の確保（待ったなしの時間外労働削減に向けて）
(1)適正な工期設定と条件明示　(2)工事現場における完全週休二日の実現
(3)技能者の処遇改善　(4)技術者要件の改善

２.品確法の的確な運用（入札・契約に関する改善）
(1)予算確保と適切な発注　(2)入札と契約制度に関する改善
(3)資材価格高騰への対応　(4)地方公共団体発注の建築工事における設計図書の適正化等

３.生産性向上（新技術・新工法の活用）
(1)新技術とＤＸの現場実装　(2)プレキャスト工法の活用拡大

４．公共工事の適正かつ効率的な実施（適切な設計変更と現場業務の効率化・各取組みの横展開と現場への徹底）
(1)設計変更ガイドラインの徹底　(2)現場業務の効率化　(3)取組みの横展開と現場への徹底、広報の強化
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※黄色マーカー部は日建連の事例調査（令和5年4月以降契約工事）のうち、
　営繕通知に該当する項目　（出典：国土交通省プレスリリース（令和5年3月31日
　大臣官房官庁営繕部）の一部を日建連において加工して作成）
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